
提

出

者

伴

野

豊

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日
提
出

質

問

第

一

六

三

号

公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

163



公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
一
元
化
を
図
る
こ
と
を
は
じ
め
、
今
後
制
度
上
の
諸
問
題
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
重

要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お

い
て
附
則
に
次
の
よ
う
な
規
定
を
追
加
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。

一

政
府
は
、
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
国
会
の
審
議
を
踏
ま
え
、
社
会
保
障
制
度
全
般
に
つ
い
て
、
税
、
保
険
料
等
の
負
担

と
給
付
の
在
り
方
を
含
め
、
一
体
的
な
見
直
し
を
行
い
つ
つ
、
こ
れ
と
の
整
合
を
図
り
、
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
必
要
な

見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二

前
項
の
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
を
展
望
し
、
体
系
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
今
後
、
公
的
年
金
制
度
の
一
元
化
や
制
度
の
改
善
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
様
々
な
課
題
が
存
在

す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

国
民
年
金
と
厚
生
年
金
の
一
元
化
を
図
る
に
当
た
り
、
課
題
と
な
る
事
柄
に
は
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
認
識
し
て
い

一



る
か
。

�

課
題
と
な
る
事
柄
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
、
い
つ
ま
で
に
一
元
化
を
実
現
す
る
見
通
し
で
あ
る
か
。

�

厚
生
年
金
と
各
種
共
済
年
金
と
の
統
合
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
今
後
も
統
合
対
象

と
な
り
う
る
共
済
年
金
が
あ
る
。
現
時
点
で
未
統
合
で
あ
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
及
び
私
学

共
済
組
合
に
つ
い
て
、
厚
生
年
金
と
の
統
合
の
見
通
し
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

�

一
九
九
七
年
四
月
に
は
日
本
た
ば
こ
産
業
共
済
組
合
、
日
本
鉄
道
共
済
組
合
及
び
日
本
電
信
電
話
共
済
組
合
の
年
金

が
、
二
〇
〇
二
年
四
月
に
は
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
の
年
金
が
厚
生
年
金
に
統
合
さ
れ
た
。
統
合
後
の
保
険
料
率

に
つ
い
て
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
一
般
の
厚
生
年
金
の
保
険
料
率
と
同
様
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
た
ば
こ
、
鉄
道
、
農
林
漁
業
に

つ
い
て
は
一
般
の
厚
生
年
金
の
保
険
料
率
と
格
差
が
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
一
元
化
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
保
険
料
率

が
複
数
と
な
っ
て
い
る
の
は
不
自
然
な
状
況
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
保
険
料
率
の
格
差
に
つ
い
て
の
今
後

の
見
通
し
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

�

就
労
・
雇
用
形
態
の
多
様
化
が
進
ん
で
お
り
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
短
期
契
約
な
ど
長
期
雇
用
を
前
提
と
し
た
正
社
員
以
外

の
形
態
で
の
雇
用
が
社
会
的
に
増
加
し
て
き
て
い
る
。
現
状
で
は
通
常
の
労
働
時
間
の
�
／
�
未
満
で
あ
る
短
時
間
労
働

二



者
、
二
ヶ
月
を
超
え
な
い
短
期
契
約
の
就
労
者
に
つ
い
て
は
厚
生
年
金
の
適
用
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の

就
労
時
間
や
短
期
契
約
の
就
労
者
の
契
約
期
間
を
抑
え
る
こ
と
で
、
掛
け
金
の
節
約
を
図
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
雇
用

者
・
被
雇
用
者
双
方
の
負
担
に
配
慮
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
か
か
る
制
度
上
の
構
造
に
つ
い
て
見
解
は
い
か
が

か
。

�

四
点
目
の
質
問
に
示
し
た
よ
う
に
、
た
ば
こ
、
鉄
道
、
農
林
漁
業
な
ど
の
厚
生
年
金
に
お
い
て
は
、
一
般
の
厚
生
年
金

よ
り
も
保
険
料
率
が
高
い
。
こ
れ
ら
厚
生
年
金
の
加
入
対
象
と
な
る
場
合
、
短
期
契
約
の
就
労
者
で
あ
っ
て
も
割
高
な
掛

け
金
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
。
か
か
る
事
象
は
不
自
然
で
あ
る
と
考
え
る
が
見
解
は
い
か
が
か
。

�

制
度
が
一
元
化
で
き
て
い
な
い
た
め
、
昨
今
問
題
と
な
っ
た
よ
う
に
年
金
の
未
加
入
者
に
加
入
す
べ
き
旨
を
知
ら
せ
る

仕
組
み
が
整
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
見
解
は
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

三


